
日本 NPO学会 情報公開に関する細則：補足説明付

細則 補足説明

第１条（目的）

この細則は、日本 NPO学会会則第３１条の２第２項の規定

に基づく情報公開に関して定めることを目的とする。

・細則制定の目的として、会則の上位規程（会則）に基づいていることを規定する。

第２条（原則）

本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、

運営内容、財務資料等を積極的に公開すると規定した会則第３

１条の２第１項により、公開対象書類、公開の相手方、公開方

法等の詳細をこの細則において規定する。

・細則においても会則第３１条の２第１項を引用し、本会の情報公開に関する基本姿勢を明らか

にする

第３条（公開対象書類）

本会の公開対象とする書類は、別表各号に掲げる書類とす

る。

・公開対象書類は１８種類に上るため、公開方法、公開対象、公開期間と共に別表に掲載するこ

ととした。

第e条（公開の相手方）

公開対象書類は、別表において会fのgを公開対象とする書

類をhi、jkにも公開するものとする

・ここではl会mnを対象とする書類、会fにo定する書類pqるものとr定して規定した。

第s条（公開の方法）

１ 公開対象書類の公開方法は、本会のtuvwuxに掲載す

る。

２ tuvwuxに公開する書類は、会fのgを公開対象とす

・本会はyzの{|もqり、}会~������会~��に�いては、会fには公開するp、l

会mnには公開はし�い。

・各�営�法kでは�務����ip原則と��ているp、�務的��を��し H/Pのgとする。



る書類をhi、jkもこれに����でiる��を��るもの

とする。

第�条（公開期間）

公開対象書類の公開期間は、別表に掲げる各号書類に��、

公開期間として定める期間とする。

・��報�・����財務�表は、 ¡s¢p各種�営�法k法においてmn的でqるp、ここ

では�務��£¤も��し３¢とした。会則、細則は¥¦上¡§、¨©はª«¬期と�る。

第®条 （¯°に±²��項）

この細則の¯°に関し±²��項は、会³p別に定めるもの

とする。

・その´�務的�詳細を定める±²pqるµ¶には、会³·oで定め¸るものとした。

第８条 （¹º）

この細則の¹ºは、��会の»~を{て¼½。

・¹ºも��会»~を²する¾の規定

¿則

この細則はÀÁ２Â¢sÃ１e日より°¼する。

・ÄÅの�細則の»~�ÆxÇuÈにより»定。


